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　※回数乗車券のご案内

　　県庁線共通回数乗車券は、県庁の売店で発売いたします。

　　県庁線共通回数乗車券は、県庁シャトルバス（水戸ルート・赤塚ルート）のみにご利用いただけます。

　　その他の回数乗車券等は、当該発行会社運行便以外ではご利用いただけませんのでご了承下さい。

　　道路状況等により定時運行できない場合がありますのでご了承ください。

お問い合わせ先 ＴＥＬ　029-247-5111

ＴＥＬ　029-251-2331

ＴＥＬ　029-231-5268
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【注意】バス直前・直後の横断は、危険
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